
10 給   与 

 ⑴ 初任給は、採用前の職務経験に応じて決められます。その額は、地域手当（仙台市内勤務の場合）

を含め、おおむね次のとおりです。（令和６年４月現在） 

（３６歳の場合の初任給例：全職種） 

職歴等  無業（在家庭）又はアルバ

イト（週２０時間未満）歴

のみの場合 

正規雇用を１４年間継続

（高等学校卒業の場合は

１８年間） 学歴 

高等学校卒業 ２０６，３８７円 ２５０，５９１円 

大 学 卒 業 ２２４，３６１円 ２６１，６６８円 

（４５歳の場合の初任給例：全職種） 

職歴等  無業（在家庭）又はアルバ

イト（週２０時間未満）歴

のみの場合 

正規雇用を２３年間継続

（高等学校卒業の場合は

２７年間） 学歴 

高等学校卒業 ２１８，８２３円 ２７３，７９０円 

大 学 卒 業 ２３８，５７３円 ２７８，４９２円 

※ 上記に記載しているそれぞれの額は、条件を仮定して算出した一例であり、個人ごとに異なりま

す。

⑵ ⑴のほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当（年間約4.5か月分）等がそれぞれの

要件により支給されます。 
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